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令
和
三
年
五
月
十
四
日
初
校
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６
月
の
お
知
ら
せ

６
月
の
お
知
ら
せ

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和３年（2021年） ６月号 仙台市政だより　令和３年（2021年） ６月号

お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

■市県民税の納税通知書を発送します
　令和３年度の市県民税の納税通知書は６月10
日㈭に発送します。納税通知書に同封されている
納付書（４枚）は納期ごとに分かれていますので、
紛失や納期のお間違えにご注意ください。課税内
容は納税通知書の課税明細書でご確認ください。
問市民税課【青葉区・泉区】☎214･8637【宮城
野区・若林区・太白区】☎214･8638

■市県民税の納期は６月30日です
　令和３年度市県民税の第１期分は６月30日㈬
までに納めてください。また、口座振替をご利用
の方も６月30日㈬に振り替えになります。
問収納管理課☎214･1010

■減免や納税の猶予制度があります
　失業その他の理由により所得が激減し、生活が
著しく困難な場合は、市県民税の減免を受けられ
る場合があります。また、市税を期限までに納め
ることが困難な場合は、納税が猶予される場合が
あります。詳しくは下記までお問い合わせくださ
い。
問減免については市民税課【青葉区・泉区】☎21
4･8637【宮城野区・若林区・太白区】☎214･86
38、納税の猶予については北徴収課【青葉区】
☎214･8152【泉区】☎214･5027、南徴収課【宮
城野区・若林区】☎214･8153【太白区】☎214･
8154

税のお知らせ

■茂庭土地区画整理事業区域内および一部隣接地
●６月４日㈮～

太白区の一部地域の住所が
新しくなります

変更前の町名 変更後の町名
〔茂庭〕字宇塚・字熊野・字御所川・字新
熊野・字新御所川・字曾根・字西・字
東・字本郷・字町北の各一部

茂庭一丁目

〔茂庭〕字宇塚・字熊野・字御所川・字新
熊野・字新御所川・字曾根・字西・字東
の各一部および字町尻の全部

茂庭二丁目

〔茂庭〕字西・字本郷の各一部 茂庭字町北

変更前の町名 変更後の町名
〔富沢〕字鍛冶屋敷前・字川前浦・字熊ノ
前・字舘・字舘東・字堀ノ内・字山口の
各一部

富沢西一丁目

〔富沢〕字熊ノ前・字舘・字堀ノ内・字宮
崎の各一部
〔富田〕字京ノ北の一部

富沢西二丁目

〔富沢〕字鍛冶屋敷・字鍛冶屋敷前・字熊
ノ前の各一部
〔富田〕字京ノ北・字京ノ中・字京ノ南の
各一部

富沢西三丁目

〔富沢〕字鍛冶屋敷前・字川前・字川前
浦・字熊ノ前・字寺城・字中河原・字舞
台・字六本松の各一部

富沢西四丁目

〔富沢〕字鍛冶屋敷・字鍛冶屋敷前・字寺
城・字中河原・字舞台・字六本松の各一
部
〔富田〕字京ノ中・字京ノ南の各一部

富沢西五丁目

富沢西一丁目富沢西二丁目

富沢西三丁目
富沢西四丁目

富沢西五丁目

富田浄水場

富沢車両基地

富
田
字
京
ノ
中

茂庭一丁目

茂庭字町北 茂
庭
浄
水
場

生
出
郵
便
局

生出中学校
生出小学校

茂庭二丁目

■富沢駅西土地区画整理事業区域内
●６月19日㈯～

問市街地整備課☎214･8309

勤
労
者
融
資
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
で
中
小

企
業
に
お
勤
め
の
方
、
ま
た
は
市
内

の
中
小
企
業
に
お
勤
め
の
方　
◦
保

証
料
は
不
要
で
す
。
利
子
の
補
給
制

度
（
年
０
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
）

も
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

申
・
問
東
北
労
働
金
庫
☎
０
１
２

使
途

限
度

額

融
資

利
率
融
資

期
間

生活資金
結
婚
、
葬
祭
、
住

居
移
転
・
修
繕
等

の
各
費
用
お
よ
び

そ
れ
ら
の
借
り
換

え
費
用

200万円

年2.75％

最長７年

教育資金
本
人
ま
た
は
家
族

の
教
育
（
高
等
学

校
以
上
。
専
門
学

校
・
各
種
学
校
等

を
含
む
）
に
必
要

な
資
金
お
よ
び
そ

れ
ら
の
借
り
換
え

費
用

300万円

年1.55％

最長10年（据え置き期
間５年以内を含む）

自動車資金
通
勤
用
自
家
用
自

動
車
の
購
入
費
用

お
よ
び
そ
の
借
り

換
え
費
用

200万円

年1.55％

最長７年

福祉資金
出
産
・
育
児
・
療

養
・
介
護
・
災
害

復
旧
に
要
す
る
費

用
お
よ
び
育
児
・

介
護
休
業
期
間
中

（
申
込
日
で
1
カ

月
以
上
の
休
業
日

が
あ
る
方
）
に
必

要
な
生
活
資
金

100万円

年1.25％

最長７年（据え置き期間１
年以内を含む）

高
等
学
校
等
修
学
資
金
借
入
支

援
制
度
の
ご
案
内

　
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
教
育
一
般

貸
付
（
国
の
教
育
ロ
ー
ン
）
を
ご
利

用
の
方
が
負
担
す
る
借
入
利
子
の
う

ち
、
高
等
学
校
等
の
在
学
期
間
中
に

支
払
っ
た
利
子
を
補
助
し
ま
す
。

◦
申
請
期
間‖

７
月
１
日
㈭
～
12
月

10
日
㈮　
◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま

い
の
高
等
学
校
等
の
生
徒
の
保
護
者

◦
市
税
の
完
納
等
の
条
件
が
あ
り
ま

す問
学
事
課
☎
214
・
８
８
６
１

利
子
補
給
開
始
時
の
学
年

１
学
年
２
学
年
３
学
年

支援対象となる借入限度額
宮城県奨学金を
受けていない場合

公立

90
万円

50
万円

25
万円

私立

150
万円

80
万円

40
万円

宮城県奨学金を
受けている場合

公立

20
万円

―

―

私立

40
万円

―

―

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
の
幼
虫

の
駆
除
を
し
ま
し
ょ
う

　
ガ
の
一
種
の
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト

リ
は
、
６
月
上
旬
～
７
月
中
旬
、
８

月
上
旬
～
９
月
中
旬
に
大
量
発
生
す

る
こ
と
が
あ
り
、
幼
虫
が
樹
木
等
の

葉
を
食
い
荒
ら
し
ま
す
。
防
除
・
駆

除
は
樹
木
所
有
者
で
行
っ
て
い
た
だ

く
か
、
専
門
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。　

問
七
北
田
公
園
都
市
緑
化
ホ
ー
ル
☎

375
・
9
9
1
1

「
生
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
」

地
域
団
体
向
け
出
前
講
座
を
行

っ
て
い
ま
す

◦
期
間‖

６
月
～
９
月　
◦
内
容‖

段
ボ
ー
ル
を
使
っ
た
生
ご
み
の
リ
サ

イ
ク
ル
出
前
講
座　
◦
対
象‖
お
お

む
ね
10
人
以
上
の
参
加
が
見
込
ま
れ

る
町
内
会
等
の
地
域
団
体
７
団
体

〔
先
着
〕　
◦
会
場
は
各
団
体
が
準
備

◦
希
望
者
に
は
段
ボ
ー
ル
箱
を
使
っ

て
堆
肥
化
を
実
践
で
き
る
材
料
セ
ッ

ト
を
差
し
上
げ
ま
す　
申
６
月
７
日

午
前
10
時
か
ら
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
（
申
込
時
の
必
要
事

項
を
記
入
）
で
家
庭
ご
み
減
量
課
☎

214
・
8
2
2
9
、
℻
214
・
８
２
７
７
、

E
メ
ー
ルkan007220@

city.
sendai.jp

市
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
水
道

料
金
・
下
水
道
使
用
料
の
減
免

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

◦
減
免
期
間‖

申
請
の
翌
月
～
令
和

４
年
６
月　
◦
減
免
額‖

水
道
料
金

の
基
本
料
金
分
お
よ
び
下
水
道
使
用

料
の
基
本
使
用
料
分　
◦
対
象‖

世

帯
全
員
の
市
県
民
税
が
非
課
税
で
、

現
在
も
収
入
が
少
な
く
、
他
の
世
帯

か
ら
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
な
い

世
帯
（
建
物
や
水
道
の
使
用
状
況
に

よ
っ
て
は
減
免
の
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
）　
申
【
更
新
】

市
か
ら
郵
送
す
る
申
請
書
で
【
新

規
】
６
月
１
日
か
ら
世
帯
全
員
の
令

和
３ 

年
度
非
課
税
証
明
書
（
18
歳
以

下
の
被
扶
養
者
は
不
要
）、
委
任
状

（
代
理
人
が
申
請
の
場
合
の
み
）
を

持
参
し
て
水
道
局
南
料
金
セ
ン
タ

ー
・
北
料
金
セ
ン
タ
ー
・
市
役
所
料

金
セ
ン
タ
ー
へ
。
郵
送
申
請
も
可
。

新
規
の
方
で
郵
送
を
希
望
す
る
場
合

は
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（【
青

葉
区
・
泉
区
】
北
料
金
セ
ン
タ
ー
☎

371
・
８
８
３
０
、【
宮
城
野
区
・
若

林
区
・
太
白
区
】
南
料
金
セ
ン
タ
ー

☎
304
・
０
０
２
０
）　
問
水
道
局
南

料
金
セ
ン
タ
ー
☎
304
・
０
０
２
０
、

建
設
局
業
務
課
☎
214
・
８
８
０
９

市
長
等
の
資
産
等
変
更
報
告
書

な
ど
の
閲
覧
が
で
き
ま
す

◦
閲
覧
開
始
日‖

６
月
30
日
㈬　
◦

閲
覧
時
間‖

午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦
閲
覧
場
所

‖

市
役
所
本
庁
舎
３
階
庶
務
課　
◦

閲
覧
で
き
る
の
は
本
市
に
住
所
を
有

す
る
方
で
す　
問
庶
務
課
☎
214
・
１

２
0
１保

健
･
福
祉

児
童
手
当
の
現
況
届
の
提
出
を

お
忘
れ
な
く

　
児
童
手
当
の
受
給
資
格
お
よ
び
所

得
状
況
の
確
認
の
た
め
、
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。
６
月
中
旬
に
郵

送
し
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
ま
で
に

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
育
給
付

課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
。
郵
送
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
も
可
能
で
す
。

問
仙
台
市
児
童
手
当
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
☎
200
・
２
７
１
９
（
平
日
午
前
８

時
半
～
午
後
５
時
。
６
月
１
日
開

設
）

国
民
健
康
保
険
料
決
定
通
知
書

を
送
付
し
ま
す

　
令
和
３
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

決
定
通
知
書
を
、
６
月
16
日
に
発
送

し
ま
す
。

◦
６
月
16
日
㈬
～
７
月
２
日
㈮
は
専

用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
す

☎
217
・
６
５
３
１
（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）　
◦
令
和
３
年
度
の

保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
区
役
所
・

宮
城
総
合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保

総
合
支
所
保
健
福
祉
課
で
ご
確
認
い

た
だ
け
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す　
問
区
役

所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年
金
課
、

秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は

９
ペ
ー
ジ
）

国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
診
を

受
診
し
ま
し
ょ
う

◦
受
診
期
間‖

６
月
１
日
㈫
～
９
月

30
日
㈭
、
令
和
４
年
１
月
４
日
㈫
～

31
日
㈪　
◦
対
象‖

国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
40
歳
～
74
歳
（
令

和
４
年
３
月
31
日
時
点
）
の
方　
◦

対
象
と
な
る
方
に
は
５
月
下
旬
に
受

診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申
し
込

み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
同
封
の
登

録
医
療
機
関
名
簿
に
よ
り
、
受
診
し

て
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
家
庭
健
康

課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は

９
ペ
ー
ジ
）

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を
送

付
し
ま
す

　
昭
和
31
年
６
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
に
、
令
和
３
年
度
介
護
保
険

料
決
定
通
知
書
を
６
月
15
日
ご
ろ
に

発
送
し
ま
す
。
特
別
徴
収
（
支
給
さ

れ
る
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
）
の
方

の
６
月
分
の
保
険
料
は
、
４
月
に
送

付
し
た
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

（
仮
徴
収
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
区
役
所
介
護
保
険
課
、
宮
城
総
合

支
所
障
害
高
齢
課
、
秋
保
総
合
支
所

保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

肉
の
生
食
等
に
よ
る
食
中
毒
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
生
の
食
肉
に
は
「
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク

タ
ー
」
や
「
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
O

１
５
７
」
な
ど
の
食
中
毒
菌
が
付
着

し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
腹
痛
や
下

痢
、
発
熱
等
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
生
や
加
熱
不
十
分
な
状
態
で

肉
を
食
べ
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
食
中
毒
予
防
の
各
種
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
区
役
所
衛
生
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

食
中
毒
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

◦
レ
バ
ー
や
肉
の
生
食
は
し
な
い
、

さ
せ
な
い　
◦
レ
バ
ー
や
肉
は
、
中

心
ま
で
し
っ
か
り
加
熱
す
る　
◦
生

肉
に
使
っ
た
箸
な
ど
で
食
事
を
し
な

い　
◦
生
肉
を
触
っ
た
手
や
調
理
器

具
な
ど
は
、
そ
の
都
度
洗
浄
・
消
毒

す
る　
問
区
役
所
衛
生
課
（
☎
は
９

ペ
ー
ジ
）

６
月
20
日
か
ら
７
月
19
日
は
薬

物
乱
用
防
止
「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ

イ
。」
普
及
運
動
期
間
で
す

　
危
険
ド
ラ
ッ
グ
な
ど
の
違
法
薬
物

は
、
心
も
体
も
ボ
ロ
ボ
ロ
に
す
る
だ

け
で
な
く
、
凶
悪
な
犯
罪
に
も
つ
な

が
る
も
の
で
あ
り
、
絶
対
に
使
用
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
市
販
薬
や
医
療

機
関
で
処
方
さ
れ
た
薬
に
つ
い
て
も
、

用
法
・
用
量
を
守
っ
て
正
し
く
使
用

し
ま
し
ょ
う
。

問
健
康
安
全
課
☎
214
・
８
０
８
４

０
・
１
９
１
９
・
６
２　
問
市
民
生

活
課
☎
214
・
６
１
５
１


